
令和 8年 4 月吉日 
ご利用者様各位 

 
 

アマノ芸術創造センター名古屋 利用料金額変更のお知らせ 
 
 
平素よりアマノ芸術創造センター名古屋をご利用いただき、誠にありがとうございます。 
このたび、名古屋市の条例改正に基づき、令和 8 年 10 月 1 日以降の申込より、利用料金

を改定させていただくことになりました。 
 

ご利用の皆さまにはご負担をおかけいたしますが、名古屋市が全市的に公の施設の料金点
検を行い、適正化に向けた改定を行うものであり、より良い施設環境の維持とサービス提供
のため、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 
 

新しい料金表につきましては、館内掲示および公式ウェブサイトにてご確認いただけます。 
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 
 

記 
 

１. 変更内容 

施設利用料金および附属設備利用料金を変更いたします。 
※ 料金の詳細は裏面「別表」をご覧ください。 
 

２. 適用開始日 

令和 8年 10月 1 日以降の施設利用申込より 
※ 施設利用が旧料金の場合は、附属設備利用も旧料金となります。 
 

３. その他 

ご不明点等がございましたら、下記までお問い合わせください。 
 

 
 

アマノ芸術創造センター名古屋 
052-931-1811 



(別表) 
（１）芸術文化活動に使用する場合 

区     分 
午 前 
9：00～

12：00 

午 後 
13：00～

16：30 

午前午後 
9：00～

16：30 

夜 間 
17：30～

21：30 

午後夜間 
13：00～

21：30 

１ 日 
9：00～

21：30 

延 長 
 (30分あ 

たり) 

                       

ホール 

平  日 

円 

57,000 

円 

67,000 

円 

112,000 

円 

76,000 

円 

129,000 

円 

160,000 

(128,000) 

円 

12,000 

土曜日、 

日曜日等 71,000 83,000 139,000 95,000 160,000 
199,000 

(159,000) 
15,000 

リハーサル室 6,400 7,500 12,500 8,500 14,400 17,900 1,300 

練習室(１室につき) 1,800 2,100 3,500 2,400 4,100 5,000 － 

大会議室 2,400 2,800 4,700 3,200 5,400 6,700 － 

中会議室 1,000 1,200 2,000 1,300 2,300 2,800 － 

小会議室(１室につき) 600 700 1,200 800 1,400 1,700 － 

備考 

1 ()内の額は、引き続き2日以上ホールを使用する者が、リハーサル又は準備のために使用する場合で、

本公演の直前の日に限り適用する。 

2 ホールの催し物の入場料（最高額）が5,000円を超える場合における利用料金の額は、この表に定める

額(超過使用に係る利用料金の額を含む。)に1.5を乗じた額とする。 

 
（２）その他の場合 

区     分 
午 前 
9：00～

12：00 

午 後 
13：00～

16：30 

午前午後 
9：00～

16：30 

夜 間 
17：30～

21：30 

午後夜間 
13：00～

21：30 

１ 日 
9：00～

21：30 

延 長 
 (30分あ 

たり) 

            

ホール 

平  日 
円 

68,000 

円 

79,000 

円 

132,000 

円 

91,000 

円 

153,000 

円 

190,000 

円 

14,000 

土曜日、 

日曜日等 85,000 99,000 166,000 113,000 191,000 238,000 18,000 

リハーサル室 7,700 9,000 15,000 10,200 17,300 21,500 1,600 

練習室(１室につき) 2,200 2,500 4,200 2,900 4,900 6,000 － 

大会議室 2,900 3,400 5,600 3,800 6,500 8,000 － 

中会議室 1,200 1,400 2,400 1,600 2,800 3,400 － 

小会議室(１室につき) 700 800 1,400 1,000 1,700 2,000 － 

備考 

1 ホールの催し物の入場料（最高額）が5,000円を超える場合における利用料金の額は、この表に定める

額(超過使用に係る利用料金の額を含む。)に1.5を乗じた額とする。 

※ 令和 8 年 10 月 1 日以降の申込に適用します。 



（３）附属設備の利用料金の額 
設

備

の

分

類 

種類又は品目 単位 利用料金 

ホールで

使用する

場合 

大会議室

で使用す

る場合 

リハーサ

ル室で使

用する場

合 

練習室

で使用

する場

合 

備考 

舞

台

設

備 

客席せり 1基 円 

1,900 

円 円 円 配置及び取りかたづけは、

使用者の負担とする。 

舞台せり 1基 1,900         

指揮台 1個 390   390   指揮者用譜面台付 

譜面台 1個 190   190 190 配置及び取りかたづけは、

使用者の負担とする。 

反響板 1式 5,800         

所作台 1枚 300       配置及び取りかたづけは、

使用者の負担とする。 
平台 1枚 190   190   

バレエマット 1枚 190         

金びょうぶ 1双 1,900       

銀びょうぶ 1双 1,900       

松羽目 1式 5,800       

竹羽目 1式 5,800       

紗幕 1枚 3,000       

毛せん 1枚 600       

上敷 1枚 600   600 600 

地がすり 1式 3,000       

座ぶとん 1枚 190   190 190 

楽

器 

グランドピアノ(A) 1台 15,600       調律は、使用者の負担とす

る。 
グランドピアノ(B) 1台 9,700       

グランドピアノ(C) 1台     5,800   

たて型ピアノ 1台 1,900   1,900 1,900 

チェンバロ 1台 15,600       

大太鼓 1個 1,900         

  
音

響

設

備 

マイクロホン(A) 1本 1,300       

マイクロホン(B) 1本 900       

ワイヤレスマイクロ

ホン 

1チャ

ンネル 

3,000       

録音再生装置 1台 1,900 1,900 1,900 1,900 

ステージスピーカー 1台 970       

マイクロホンスタン

ド 

1本 450       

マイクロホン昇降装

置 

1基 1,200       



マイクロホン吊装置 1基 1,900       

副調整卓 1基 2,500       

照

明

設

備 

照明セット Aセッ

ト 

1式 25,300       照明技術者は、使用者の負

担とする。 

Bセッ

ト 

1式 15,600       照明技術者は、使用者の負

担とする。 

Cセッ

ト 

1式 3,900       
 

ピンスポットライト 1台 3,000         

スポットライト 

(1.5キロワット) 

1台 1,100       

スポットライト 

(1キロワット) 

1台 750       

スポットライト 

(500ワット) 

1台 370   370   

ストリップライト

(大) 

1台 600       

ストリップライト

(中) 

1台 370       

ストリップライト

(小) 

1台 190       

フットスポットライ

ト 

1台 370       

エフェクトマシン 1台 1,500       

譜面灯 1個 180       

映

写

設

備 

スクリーン 1式 3,000         

デジタルプロジェク

ター 

1式 15,000       スタンド式スクリーン付 

映写技術者は、使用者の負

担とする。 

備考 

１ この表に掲げるもののほか、録音録画再生装置(モニターテレビ付)1式は、ホール、リハーサル室、練習

室、大会議室、中会議室又は小会議室で使用することができ、この場合の利用料金の基準額は、1,900円

とする。 

２ 利用料金の額は、それぞれ１区分あたりの金額を記載。 

３ ホールにおいて、マイクロホン(B)又はマイクロホンスタンドを使用する場合、それぞれ2本までは無料

とする。 

※ 令和 8 年 10 月 1 日以降の施設利用申込に適用します。 
（施設利用が旧料金の場合は、附属設備利用も旧料金となります。） 

  


